
 

高山市雇用調整支援事業補助金交付申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金交付申請書提出 

申請内容等の審査 

補助金交付・不交付の決定 

補助金交付決定後、請求書提出 

補助金の交付 

高山市雇用調整支援事業補助金 
（凡例 ○：市の様式 ◆：国の様式（写し）△：任意様式） 

【交付申請書類】 

○補助金交付申請書  ○補助金交付申請額計算書 

 

【添付書類】※国に提出した書類の写しを添付 

◆雇用調整助成金（休業等）支給申請書 

◆雇用調整助成金 助成額算定書（小規模事業主にあ

っては◆休業実績一覧表） 

◆雇用調整助成金 支給決定通知書 

 

（雇用保険被保険者以外の者を申請した場合） 

◆緊急雇用安定助成金 支給申請書 

◆緊急雇用安定助成金 助成額算定書（小規模事業主

にあっては◆休業実績一覧表） 

◆緊急雇用安定助成金 支給決定通知書 

 

（市外事業所を含めて申請された場合） 

◆雇用調整助成金 休業・教育訓練実績一覧表 

◆緊急雇用安定助成金 休業計画・実績一覧表 

△労働者名簿（労働基準法に基づき事業所ごとに調製

されたもの）のうち市内事業所分） 

【交付対象者】 

 

・市内に事業所等を有する法人又は市

内に住所を有する個人事業主 

 

・新型コロナウイルス感染症の影響に

伴う休業等により雇用調整助成金

又は緊急雇用安定助成金の支給決

定を受けた者 

 

※雇用調整助成金等の支給決定通知書受領後２か月以内に申請 

 

 

 

 

 

 

 
 

休業計画および労使協定 

休業の実施および休業手当支給 

（休業等）支給申請書の提出 

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金 

支給決定通知書の受領 


